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建設業に対する監督指導結果

２．主な違反事項

１．直近３年間の監督指導結果



直近３年間の監督指導実施現場数

図１. 岐阜労働基準監督署管内の監督現場（建設業）

土木工事 建築工事 解体工事

土木工事
63現場
（30.6％）

建築工事
127現場
（61.6%）

解体工事
16現場
（7.8％）



直近３年間の違反現場数および違反率

表１. 岐阜労働基準監督署管内の監督現場（建設業）

現場種類 現場数 違反現場数 違反率

土木工事 63 33 52.4%

建築工事 127 67 52.8%

解体工事 16 12 75.0%

合計 206 112 54.4%



違反事項 主な内容

【元請事業者の安全衛生管理】

元請事業者として災害防止措置、
下請業者に対する指導関係

・下請事業者に対する法令順守のための指導の未実施（安
衛法第29条）

【車両系建設機械】

建設機械作業に係る安全措置
関係

・作業計画の未作成（安衛則第155条）
・労働者との接触防止措置が未実施（安衛則第158条）
・主たる用途以外の使用（安衛則第164条）
・アタッチメント重量が未表示（安衛則第166条の4）
・定期自主検査の未実施（安衛則第167条、第168条）

【墜落・転落防止】

高所の作業床からの墜落・転落
防止関係

・高所作業のための作業床未設置（安衛則第518条）
・高所の作業床の端、開口部の手すり、覆い等の未設置
（安衛則第519条、第653条）

【足場・作業構台】

足場・作業構台に係る安全措置
関係

・足場、作業構台の手すり等の未設置（安衛則第563条、第
575条の6）

【就業制限】
機械運転等に係る資格関係

・機体重量3ｔ以上の車両系建設機械の運転者が技能講習
未修了（安衛法第61条）
・足場の組立て作業者が特別教育未修了（安衛則第36条）

主な違反事項



作業計画の作成

＊参照 労働安全衛生規則第１５５条



立入禁止、誘導者の配置

労働者との接触防止措置

＊参照 労働安全衛生規則第１５８条



主たる用途以外の使用

＊参照 労働安全衛生規則第１６４条



＊参照 労働安全衛生規則第１６６条の４

重量の表示が必要

①アタッチメントに表示
又は

②重量を記載した書面を配置

アタッチメントの重量表示

定期自主検査の実施

・年次検査（特定自主検査）
・月次検査
・作業開始前点検

検査記録は３年保存

＊参照 労働安全衛生規則第１６７条、第１６８条、第１６９条等



＊参照 労働安全衛生規則第５１９条

高所の開口部



躯体側の措置が不十分

足場の手すり、中桟、幅木等の設置

＊参照 労働安全衛生規則第５６３条



妻側に中さん・幅木無し

足場の手すり、中桟、幅木等の設置

＊参照 労働安全衛生規則第５６３条



幅木

交差筋交

幅木

メッシュシート手すり

中さん

足場の手すり、中桟、幅木等の設置

わく組足場 単管足場等

＊参照 労働安全衛生規則第５６３条

幅木やメッシュシート：物体が落下し、労働者に危険を及ぼす恐れがある時

躯体側に一部だけ設置し、又は妻側に設置していないことが多い



足場の組立て、解体、変更の作業が対象

作業主任者

特別教育 特別教育 特別教育

作業主任者

特別教育が必要

改正後（平成27年7月1日以降）改正前

＊参照 労働安全衛生規則第５６５条、第３６条

足場の組立て等の特別教育



特別教育

＊参照 労働安全衛生法施行令第２０条

同施行令別表７

コンクリート圧砕機鉄骨切断機解体用つかみ機

○機体重量が３トン以上 ○機体重量が３トン未満

技能講習

＊参照 労働安全衛生規則第３６条

車両系建設機械の就労制限


